
京都市市営住宅緊急連絡先事務取扱要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、京都市市営住宅条例（以下「条例」という。）別表に掲げる市営住

宅に係る京都市市営住宅条例施行規則（以下「規則」という。）第５条に定める緊急連

絡先について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。  

（緊急連絡先の役割）  

第２条  緊急連絡先の役割は、市営住宅での火災や漏水事故、安否確認等の緊急の連絡を

要する時において、入居者と連絡がつかない場合、代わりの連絡先として対応するもの

である。  

（入居承認時における緊急連絡先）  

第３条  入居承認を受けた者は、規則第５条第１項に定めるところにより、市営住宅の引

渡しの日までに、緊急連絡先を選任し、その者の承諾を得たうえで、市長に届け出なけ

ればならない。  

２  緊急連絡先は、前条の役割を担うことができる場合には、自然人以外にも法人及びそ

の他の団体を選任することができる。  

３  第１項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した「緊急連絡先届出書

（ 新規 ・変 更） 」（ 第１ 号様 式） （以 下「 届出 書」 とい う。 ）に よら なけ れば なら ない。

ただし、緊急連絡先が法人及びその他の団体の場合は、第４号の記載は要しない。  

（１）入居承認を受けた者の氏名  

（２）入居承認を受けた者が入居しようとする市営住宅の名称及び住宅番号  

（ ３） 緊急 連絡 先の氏名 （た だし 、緊 急連絡先 が法 人及 びそ の他の団 体の 場合 は名 称） 、

生年月日（ただし、緊急連絡先が法人及びその他の団体の場合は不要とする。）、

電話番号及び住所  

（４）緊急連絡先の勤務先名称、勤務先電話番号及び勤務先所在地  

（５）入居者との続柄・関係  

（６）その他市長が必要と認める事項  

４  緊急連絡先は、同居親族（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者、京都市パ ート ナーシ ップ 宣誓 の取扱 いに関 する 要綱 に基づ き、パ ート ナー シッ

プを宣 誓し 、パ ートナ ーシッ プ宣 誓書 受領証 等の交 付を 受け た者そ の他婚姻の予約者を

含む。）を選任することはできない。  

（入居の承継時における緊急連絡先）  

第４条  入居の承継の承認を受けようとする者は、規則第１５条第３項に定めるところに

より、承認の申込みをする際に、緊急連絡先を選任し、届出書を市長に届け出なければ

ならない。  

２  前項の規定による緊急連絡先の届出については、前条の規定を準用する。この場合に

おいて、前条第１項及び第３項中「入居承認を受けた者」とあるのは「入居承継の承認

を受けようとする者」と、前条第１項中「市営住宅の引渡しの日までに」とあるのは

「遅滞なく」と読み替えるものとする。  



（緊急連絡先の死亡等の場合における新たな緊急連絡先）  

第５条  市営住宅の入居者は、第３条及び前条の定めにより届け出 た緊急 連絡 先が 死亡

（緊急 連絡 先が 法人そ の他の 団体 の場 合は、 解散） した とき 、又は 緊急連 絡先 を変 更し

ようと する とき は、規則第５条第２項に定めるところにより、緊急連絡先を新たに選任

し、届出書を市長に届け出なければならない。  

（緊急連絡先の住所等の変更の場合における新たな緊急連絡先）  

第６条  市営住宅の入居者は、第３条及び第４条の定めにより届け出た緊 急連 絡先 につい

て、住 所等 の届 け出た 事項に変更があったときは、規則第５条第２項に定めるところに

より、変更のあった事項を記載のうえ、届出書を市長に届け出なければならない。  

（緊急連絡先届出書の確認）  

第７条  第３条から前条の定めにより提出された届出書について、その記載内容の確認の

た め、 市長 は、 必要 があ ると 認め ると きは 、緊 急連 絡先 に対 し連 絡を 行う こと がで きる。 

（緊急連絡先届出書の補正）  

第８条  第３条から第６条の定めによって提出された届出書に訂正や補正が必要な場合に

は、市長は、届出者等に対し訂正指示を行うとともに、補正を行うものとする。  

 

   附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この要綱の施行に当たり、必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うこと

ができる。  

（関係要綱の廃止）  

３  この要綱の施行に伴い、京都市市営住宅保証人事務取扱要綱（以下「旧要綱」とい

う。）は、廃止する。  

（経過措置）  

４  この要綱の施行の際現に提出されている旧要綱による「緊急連絡先届出書」は、この

要綱による様式によるものとみなす。  

 

   附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和２年９月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この要綱の施行に当たり、必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うこと

ができる。  

 


